
 

 

日本代表選手派遣にあたって了解していただく事項（方針） 

 

公益社団法人日本ライフル射撃協会（以下協会）は、選手派遣について以下の方針を持って実施

いたします。協会は当方針を了解された選手の中から代表選手を選考させていただきます。 

 

 

１． 派遣チームの役員選手は選手強化委員会で予備選考され、理事会において決定されます。 

２． 派遣チームの指揮はチーム監督または代表者によってとられ、チーム員はその指揮下に入ります。 

３． 派遣チーム員がやむをえない個人的事由で参加を取りやめた場合、または派遣日程を変更した場

合に発生する旅行に関する損金等は当該個人にご負担いただきます。 

４． 派遣に際しては一定額の派遣負担金を徴収いたします。 

５． 派遣競技会での選手起用の判断はチーム監督または代表者によってなされます。 

６． 協会競技者資格並びにスポンサーシップ規定に違反することが明らかになった派遣チーム員は派

遣競技会に参加できません。この項には JOC 選手強化キャンペーンに関する規定も含まれます。

また協会のスポンサーシップに関する企業ロゴなどのユニフォーム等への標記に関して、チーム

員は協会スポンサーシップ契約内容に従う義務を負います。個々の選手のスポンサーシップ契約

に基づく企業ロゴ等の標記に関しては、協会競技者資格並びにスポンサーシップ規定に基づき実

施することができます。 

７． 競技中のチーム員の肖像権は協会に属するものとします。この項は職業競技者に対しても同様に

適用されますが個人的に使用される肖像の取得を禁止するものではありません。 

８． 派遣チーム選手及びその候補者は、ドーピング競技外検査を含め、求めに応じてドーピング検査

を受ける義務を有します。拒否することはできません。（特別な場合を除き WADA、JADA 規定

が適用されます） 

９． ドーピング検査において陽性となった選手は、処分決定後少なくとも 2 年間は代表選手にはなれ

ません。（特別な場合を除き WADA、JADA規定が適用されます） 

１０． 協会は派遣活動の安全確保のため善意を持って活動いたしますが、派遣チーム員の安全を保障す

ることはできません。 

１１． 協会は派遣チーム員に対して、派遣期間の間に限って協会を受取人とする生命保険等を購入する

場合があります。この保険金は事故の際の事後処理に充当され、残余のある場合家族等に引き渡

されます。 

１２． 協会がチーム員を受取人とする旅行損害保険等を購入することはありません。必要な場合、チー

ム員個人でご用意ください。協会が旅行損害保険等を斡旋することはありません。 

 

 

                     上記、協会選手派遣方針を了解しました。 
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